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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気象情報を管理する気象情報サーバから、気温予測値、湿度予測値、及び日射量予測値
を含む気象情報を取得する気象情報取得部と、
　前記気象情報取得部によって取得される前記気象情報に基づいて、施設内の熱負荷を予
測する熱負荷予測部と、
　前記熱負荷予測部によって予測される前記熱負荷に基づき、冷凍機で冷やされて蓄熱槽
に貯留される冷媒によって前記施設を空調可能な空調設備の消費エネルギを予測する消費
エネルギ予測部と、
　前記消費エネルギ予測部によって予測される前記消費エネルギに基づいて、前記空調設
備を含む負荷装置の需要電力を予測する需要電力予測部と、
　前記需要電力予測部によって予測される前記需要電力に基づいて、前記空調設備の運転
スケジュールを設定するスケジュール設定部と、
　前記スケジュール設定部によって設定される運転スケジュールに従って、前記蓄熱槽の
冷媒に蓄熱する蓄熱運転と、前記蓄熱槽の冷媒と室内空気とを熱交換させる放熱運転と、
含む複数の運転モードを実行するための制御信号を生成する制御信号生成部と、を備え、
　前記スケジュール設定部は、
　前記需要電力が、前記負荷装置に供給可能な電力である供給可能電力を超える領域の電
力量を算出し、少なくとも当該電力量を打ち消すように前記空調設備の運転スケジュール
を設定し、
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　予め設定されている前記蓄熱運転の終了予定時刻から所定時間ごとに時間を遡って、前
記冷凍機の処理負荷の和を積算し、前記和が前記領域に相当する必要蓄熱量に達した時刻
を前記蓄熱運転の開始予定時刻として設定し、さらに、前記領域に対応する時間帯を前記
放熱運転の時間帯として設定すること
　を特徴とする空調制御システム。
【請求項２】
　外気湿球温度と、前記空調設備の負荷率と、前記空調設備のエネルギ消費効率と、の関
係を示す特性情報が格納される記憶部を備え、
　前記スケジュール設定部は、前記特性情報を参照し、蓄熱運転時の外気湿球温度に基づ
いて、前記空調設備のエネルギ消費効率を最大にするように、前記空調設備の負荷率を設
定すること
　を特徴とする請求項１に記載の空調制御システム。
【請求項３】
　前記気象情報に基づいて、太陽光が照射されることで発電する太陽光発電機の発電電力
を予測する発電電力予測部と、
　前記発電電力予測部によって予測される前記太陽光発電機の発電電力と、予め設定され
る買電電力の上限閾値と、の和をとることで、前記供給可能電力を予測する供給可能電力
予測部と、を備えること
　を特徴とする請求項１に記載の空調制御システム。
【請求項４】
　前記スケジュール設定部は、
　前記需要電力が前記供給可能電力を超える領域の電力量を打ち消すために必要な蓄熱量
が前記蓄熱槽の蓄熱容量よりも大きい場合、その不足分を補うように、前記負荷装置に電
力供給可能な内燃力発電機の運転スケジュールを設定すること
　を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の空調制御システム。
【請求項５】
　前記スケジュール設定部は、
　前記需要電力が前記供給可能電力を超える領域の電力量を打ち消すために必要な蓄熱量
が前記蓄熱槽の蓄熱容量よりも大きい場合、その不足分を補うように、前記負荷装置に電
力供給可能な蓄電池の運転スケジュールを設定すること
　を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の空調制御システム。
【請求項６】
　気象情報を管理する気象情報サーバから、気温予測値、湿度予測値、及び日射量予測値
を含む気象情報を取得する気象情報取得ステップと、
　前記気象情報取得ステップで取得される前記気象情報に基づいて、施設内の熱負荷を予
測する熱負荷予測ステップと、
　前記熱負荷予測ステップで予測される前記熱負荷に基づき、冷凍機で冷やされて蓄熱槽
に貯留される冷媒によって前記施設を空調可能な空調設備の消費エネルギを予測する消費
エネルギ予測ステップと、
　前記消費エネルギ予測ステップで予測される前記消費エネルギに基づいて、前記空調設
備を含む負荷装置の需要電力を予測する需要電力予測ステップと、
　前記需要電力予測ステップで予測される前記需要電力に基づいて、前記空調設備の運転
スケジュールを設定するスケジュール設定ステップと、
　前記スケジュール設定ステップで設定される運転スケジュールに従って、前記蓄熱槽の
冷媒に蓄熱する蓄熱運転と、前記蓄熱槽の冷媒と室内空気とを熱交換させる放熱運転と、
含む複数の運転モードを実行するための制御信号を生成する制御信号生成ステップと、を
含み、
　前記スケジュール設定ステップにおいて、
　前記需要電力が、前記負荷装置に供給可能な電力である供給可能電力を超える領域の電
力量を算出し、少なくとも当該電力量を打ち消すように前記空調設備の運転スケジュール
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を設定し、
　予め設定されている前記蓄熱運転の終了予定時刻から所定時間ごとに時間を遡って、前
記冷凍機の処理負荷の和を積算し、前記和が前記領域に相当する必要蓄熱量に達した時刻
を前記蓄熱運転の開始予定時刻として設定し、さらに、前記領域に対応する時間帯を前記
放熱運転の時間帯として設定すること
　を特徴とする空調制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調制御システム及び空調制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、原子力発電所の稼働制限等に伴い、買電電力の総和が商用電力の上限閾値を超え
ないように様々な対策がとられている。例えば、電力会社と需要者との間で予め契約電力
を設定し、買電電力が前記した契約電力を超えた場合、その需要者に対して超過料金を課
すことで、需要者による節電を促すといった対策がとられている。
　また、夜間（例えば、２３時～翌日の午前７時）の電気料金を、昼間の電気料金よりも
安くすることで、電力需要の平準化を促すといった対策もとられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、空調熱負荷予測値を算出する空調熱負荷予測部と、発電機の
発電電力を示す発電電力予測データを算出する発電出力予測処理部と、前記した空調熱負
荷予測部及び発電電力予測処理部の処理結果に応じて、電源設備の運転スケジュールを作
成する運転計画作成部と、を備える運転管理装置について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－８０６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の発明では、電力負荷予測値がデマンド目標値（つまり、契約電力）
を超えると予測した場合、運転計画作成部はその不足分を補うように電源設備（発電機、
蓄電池）の運転スケジュールを作成する。
【０００６】
　ところで、空調システムの熱負荷は、気温や日射量の変化に伴って変動する。当該変動
を空調システムの運転スケジュールに反映させることで、電源設備を稼働することなく電
力負荷予測値をデマンド目標値以下に抑えられる可能性がある。つまり、空調システムの
制御を工夫することで電力平準化を図り、電力コストをさらに低減する余地がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、電力平準化によって電力コストを低減可能な空調制御システム及び
空調制御方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明に係る空調制御システムは、需要電力予測部によっ
て予測される需要電力に基づいて空調設備の運転スケジュールを設定するスケジュール設
定部を備え、前記スケジュール設定部は、需要電力が供給可能電力を超える領域の電力量
を算出し、少なくとも当該電力量を打ち消すように空調設備の運転スケジュールを設定し
、予め設定されている蓄熱運転の終了予定時刻から所定時間ごとに時間を遡って、冷凍機
の処理負荷の和を積算し、前記和が前記領域に相当する必要蓄熱量に達した時刻を前記蓄
熱運転の開始予定時刻として設定し、さらに、前記領域に対応する時間帯を放熱運転の時
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間帯として設定することを特徴とする。
　なお、詳細については、発明を実施するための形態において説明する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、電力平準化によって電力コストを低減可能な空調制御システム及び空調
制御方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る空調制御システムを含む構成図である。
【図２】コントローラを含む空調制御システムの構成図である。
【図３】コントローラが実行する処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】コントローラが実行する処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】需要電力の予測処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】供給可能電力の予測処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】施設の熱負荷の時間的変化を示すグラフである。
【図８】負荷装置の需要電力の時間的変化を示すグラフである。
【図９】空調設備の負荷率とＣＯＰとの関係を示す特性図である。
【図１０】空調設備にかかる熱負荷と、負荷装置の需要電力と、の関係を示す説明図であ
る。
【図１１】各運転モードを実行した場合における空調設備の熱負荷の時間的変化を示すグ
ラフである。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る空調制御システムを含む構成図である。
【図１３】コントローラが実行する処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
≪第１実施形態≫
　図１は、本実施形態に係る空調制御システムを含む構成図である。なお、図１に示す実
線矢印は電力線を表し、破線矢印は信号線を表している。
　空調制御システムＳは、気象情報に基づいて将来の需要電力を予測し、その予測結果を
用いて空調設備Ａの運転スケジュールを設定するシステムである。
　以下では、まず、空調設備Ａ（空調制御システムＳの制御対象）、太陽光発電機Ｇ１、
風力発電機Ｇ２、及び気象情報サーバ３００等について順次説明した後、本実施形態に係
る空調制御システムＳについて詳細に説明する。
【００１２】
＜空調設備＞
　空調設備Ａは、冷凍機２０１で冷水を冷却して蓄熱槽２０２に貯留し、その後、冷凍機
２０１及び蓄熱槽２０２のうち少なくとも一方から室内機２０５（熱負荷）に向けて冷水
を循環させる装置である。
　空調設備Ａは、冷却水が循環する一次側空調設備と、冷水が循環する二次側空調設備と
、を備えている。
【００１３】
（一次側空調設備）
　一次側空調設備は、冷却塔１０１と、冷却水ポンプ１０２と、を備えている。
　冷却塔１０１は、外気を取り込んで送風する送風機１０１ａを有し、冷凍機２０１を通
流する冷水から吸熱して昇温した冷却水を冷やす設備である。冷却塔１０１は、例えば、
開放式の冷却塔であり、その内部に担持された充填材（図示せず）に冷却水を流し込むよ
うに構成されている。
　なお、図１に示す配管ｐ１の流入口は冷凍機２０１に接続され、流出口は冷却塔１０１
の上部に接続されている。配管ｐ２の流入口は冷却塔１０１の下部に接続され、流出口は
冷凍機２０１に接続されている。
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　冷却水ポンプ１０２は、冷却塔１０１で放熱して冷やされた冷却水を冷凍機２０１に向
けて圧送するポンプであり、配管ｐ２に設置されている。
【００１４】
（二次側空調設備）
　二次側空調設備は、冷凍機２０１と、蓄熱槽２０２と、第一冷水ポンプ２０３と、第二
冷水ポンプ２０４と、室内機２０５と、を備えている。
　冷凍機２０１（熱源機）は、例えば、周知の冷凍サイクルを利用したターボ冷凍機であ
り、配管ｑ４を介して流入する冷水を冷却するための冷熱源である。
【００１５】
　蓄熱槽２０２は、例えば、温度成層型蓄熱槽であり、冷凍機２０１から流入する低温の
冷水を貯留して冷熱を蓄える設備である。なお、冷水は低温であるほど密度が大きく沈降
しやすいため、蓄熱槽２０２に貯留される冷水は下方に向かうにつれて低温になっている
。つまり、蓄熱槽２０２内では鉛直方向において温度勾配があり、下部領域に貯留される
比較的低温の冷水と、上部領域に貯留される比較的高温の冷水と、が混ざり合うことはほ
とんどない。
　また、配管ｑ１の流入口は冷凍機２０１に接続され、流出口は蓄熱槽２０２の下部領域
に臨んでいる。配管ｑ４の流入口は蓄熱槽２０２の上部領域に臨んでおり、流出口は冷凍
機２０１に接続されている。
【００１６】
　第一冷水ポンプ２０３は、蓄熱槽２０２から室内熱交換器２０５ａに向けて冷水を圧送
するポンプであり、配管ｑ２に設置されている。なお、配管ｑ２の一端（流入口）は蓄熱
槽２０２の下部領域に臨んでおり、他端は室内熱交換器２０５ａの伝熱管ｒに接続されて
いる。
【００１７】
　第二冷水ポンプ２０４は、蓄熱槽２０２から冷凍機２０１に向けて冷水を圧送するポン
プであり、配管ｑ４に設置されている。図１に示す配管ｑ３は、その一端が室内熱交換器
２０５ａの伝熱管ｒに接続され、他端（流出口）が蓄熱槽２０２の上部領域に臨んでいる
。
　なお、前記した冷却水ポンプ１０２、第一冷水ポンプ２０３、及び第二冷水ポンプ２０
４のうち一つ又は複数をインバータ（図示せず）で駆動してもよい。
【００１８】
　室内機２０５（ＦＣＵ：Fan Coil Unit）は、施設Ｋの室内に設置され、配管ｑ２を介
して流入する冷水との熱交換によって室内空気を冷却する機能を有している。室内機２０
５は、室内熱交換器２０５ａと、室内ファン２０５ｂと、を有している。
　室内熱交換器２０５ａは、伝熱管ｒを通流する低温の冷水と、室内ファン２０５ｂによ
って取り込まれる高温の空気と、の間で熱交換を行うものである。室内ファン２０５ｂは
、室内空気を取り入れて室内熱交換器２０５ａに送り込むファンである。
【００１９】
　前記した冷凍機２０１、冷却塔１０１の送風機１０１ａ、冷却水ポンプ１０２、第一冷
水ポンプ２０３、第二冷水ポンプ２０４、及び室内ファン２０５ｂは、コントローラ４０
０からの指令に従って駆動する。また、これらの機器には電力系統Ｅ、太陽光発電機Ｇ１
、及び風力発電機Ｇ２のうち少なくとも一つから電力が供給される。
【００２０】
　空調設備Ａは、コントローラ４００からの指令に従って、蓄熱運転、追掛運転、及び放
熱運転を含む複数の運転モードを実行する。
　「蓄熱運転」とは、冷凍機２０１で冷水を冷やし、冷やされた冷水を蓄熱槽２０２に貯
留する運転モードである。
　「追掛運転」とは、冷凍機２０１で冷やされた冷水をそのまま室内機２０５に供給する
運転モードである。
　「放熱運転」とは、蓄熱槽２０２に貯留されている低温の冷水を、室内機２０５を経由
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するように循環させる運転モードである。
【００２１】
＜太陽光発電機＞
　太陽光発電機Ｇ１は、太陽光の光エネルギを電気エネルギに変換する発電機であり、複
数の太陽電池モジュール（図示せず）を有している。太陽光発電機Ｇ１には、その発電状
態に応じて、直流／交流変換や電力変動補償を実行するＰＣＳ（Power Conditioning Sub
systems：図示せず）が接続されている。
【００２２】
＜風力発電機Ｇ２＞
　風力発電機Ｇ２は、風力によって回転するブレード（図示せず）と、このブレードの回
転軸に連結される発電機と、を有している。風力発電機Ｇ２には、その発電状態に応じて
周波数変換や電力変動補償を実行するＰＣＳ（図示せず）が接続されている。
　太陽光発電機Ｇ１及び風力発電機Ｇ２の発電電力は、前記したＰＣＳの駆動に応じて各
機器に供給されたり（図１の実線矢印を参照）、逆に電力系統Ｅに送出されたりする。
【００２３】
＜気象情報サーバ＞
　気象情報サーバ３００は、例えば、気象庁から取得した気象情報を管理するサーバであ
り、ネットワークＮを介してコントローラ４００に接続されている。なお、前記した気象
情報には、翌日の気温予測値・湿度予測値・日射量予測値・風速予測値が含まれている。
【００２４】
＜その他機器＞
　図１に示す室内には、照明装置Ｒ１及び業務用パソコンＲ２を含む機器が複数設置され
ている。照明装置Ｒ１及び業務用パソコンＲ２の消費電力は、日付・曜日・時間帯等によ
って、ほぼ決まったパターンで変動する。このように、空調設備Ａに含まれない照明装置
Ｒ１等は、気象条件の変動に関わらず稼働又は停止することがほとんどである。例えば、
平日の昼間において照明装置Ｒ１は天候に関わらず稼働され、夜間において照明装置Ｒ１
は天候に関わらず停止される。
【００２５】
　詳細については後記するが、照明装置Ｒ１等の電力消費パターンは、コントローラ４０
０の記憶部４１０（図２参照）に電力消費パターンＤＢ４１１として予め格納されている
。
　以下では、空調設備Ａが備える機器（冷凍機２０１等）と、空調設備Ａに含まれない機
器（照明装置Ｒ１等）と、を併せて「負荷装置」と記すことがあるものとする。
【００２６】
＜空調制御システム＞
　次に、空調設備Ａを制御する空調制御システムＳについて詳細に説明する。本実施形態
において空調制御システムＳは、図１、図２に示すコントローラ４００を備えている。
　コントローラ４００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、各種インタフェースなどの電子回路を含んで
構成され、設定されたプログラムに従って各種処理を実行する。
【００２７】
　図２は、本実施形態に係るコントローラの構成図である。コントローラ４００は、運転
スケジュールの設定に関わる情報が格納される記憶部４１０と、各種処理を実行する演算
処理部４２０と、を備えている。
【００２８】
　記憶部４１０には、電力消費パターンＤＢ４１１（DataBase）と、負荷特性ＤＢ４１２
と、が格納されている。電力消費パターンＤＢ４１１には、前記した「負荷装置」のうち
空調設備Ａに含まれない照明装置Ｒ１等の電力消費パターンが格納されている。すなわち
、電力消費パターンＤＢ４１１には、日付、曜日、時刻等によって特定される照明装置Ｒ
１等の需要電力予測値が、各機器の識別情報に対応付けられて格納されている。
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【００２９】
　負荷特性ＤＢ４１２には、外気湿球温度と、空調設備Ａの負荷率と、これらに対応する
空調設備ＡのＣＯＰ（Coefficient Of Performance：成績係数）と、の関係を示す特性情
報（図９参照）が格納されている。
【００３０】
　その他、記憶部４１０には、施設Ｋの運営会社と、電力会社と、の間で予め取り決めら
れる契約電力の値（買電電力の上限閾値）が格納されている。契約電力は、例えば、過去
一年間における施設Ｋの最大消費電力に基づいて設定される。施設Ｋの買電電力が契約電
力を超えた場合には超過料金が課されるため、買電電力を契約電力以下に抑えることが要
請される。
【００３１】
　図２に示すように、演算処理部４２０は、気象情報取得部４２１と、熱負荷予測部４２
２と、消費エネルギ予測部４２３と、需要電力予測部４２４と、発電電力予測部４２５と
、供給可能電力予測部４２６と、スケジュール設定部４２７と、制御信号生成部４２８と
、を有している。
　気象情報取得部４２１は、施設Ｋを含む所定地域の気象情報を、気象情報サーバ３００
から所定時間ごと（例えば、６時間ごと）に取得する。前記した「気象情報」には、翌日
の気温予測値と、湿度予測値と、日射量予測値と、風速予測値と、が含まれる。
【００３２】
　熱負荷予測部４２２は、気象情報取得部４２１によって取得された気象情報に基づいて
、施設Ｋ内の熱負荷を予測する。この熱負荷は、施設Ｋ内を所定温度に保つための空調負
荷（冷房負荷）である。熱負荷予測部４２２は、気象情報取得部４２１によって取得され
る気象情報、室内の設定温度、照明装置Ｒ１等の使用条件、施設Ｋを構成する躯体の構造
等に基づいて施設Ｋ内の熱負荷を算出する。
【００３３】
　消費エネルギ予測部４２３は、熱負荷予測部４２２によって予測される熱負荷に基づい
て、空調設備Ａの消費エネルギを予測する。すなわち、消費エネルギ予測部４２３は、前
記した熱負荷、翌日の外気湿球温度の予測値、空調設備Ａを構成する機器（冷凍機２０１
等）の仕様情報等に基づいて、空調設備の消費エネルギを算出する。なお、前記した外気
湿球温度は、気象情報取得部４２１によって取得される気温予測値と、湿度予測値と、に
基づいて算出される。
【００３４】
　需要電力予測部４２４は、消費エネルギ予測部４２３によって予測される消費エネルギ
に基づいて、空調設備Ａを含む負荷装置の需要電力を予測する。つまり、需要電力予測部
４２４は、前記した熱負荷の変動を翌日の需要電力の予測値にそのまま反映させる。
　これは、翌日に蓄熱運転・放熱運転を行わない（つまり、冷凍機２０１を絶え間なく稼
働させる）と仮定した場合の需要電力に相当する。
【００３５】
　発電電力予測部４２５は、気象情報取得部４２１によって取得される気象情報に基づい
て、太陽光発電機Ｇ１及び風力発電機Ｇ２の発電電力を予測する。
　すなわち、発電電力予測部４２５は、気象情報取得部４２１によって取得される日射量
予測値と、気温予測値と、に基づいて、太陽光発電機Ｇ１の発電電力を算出する。ちなみ
に、外気温が低いほど太陽光発電機Ｇ１の発電効率は高くなる。
【００３６】
　また、発電電力予測部４２５は、気象情報取得部４２１によって取得される翌日の風速
予測値に基づいて、風力発電機Ｇ２の発電電力を算出する。そして、発電電力予測部４２
５は、太陽光発電機Ｇ１の発電電力と、風力発電機Ｇ２の発電電力と、の和をとることに
よって、これらの発電電力を算出する。
【００３７】
　供給可能電力予測部４２６は、発電電力予測部４２５によって予測される発電電力の合
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計値と、予め設定された契約電力と、の和をとることで、供給可能電力を予測する。ここ
で「供給可能電力」とは、契約電力を超えない範囲で負荷装置に供給可能な電力を意味し
ている。
　例えば、契約電力５ｋＷであり、翌日の１４時における発電電力が１ｋＷであると予測
された場合、当該時刻における供給可能電力は６ｋＷになる。
【００３８】
　スケジュール設定部４２７は、需要電力予測部４２４によって予測される需要電力に基
づいて、空調設備Ａの運転スケジュールを設定する。すなわち、スケジュール設定部４２
７は、需要電力が供給可能電力を超える領域の電力量を算出し、少なくとも当該電力量を
打ち消すように空調設備Ａの運転スケジュールを設定する。
　なお、スケジュール設定部４２７が実行する処理の詳細については後記する。
【００３９】
　制御信号生成部４２８は、スケジュール設定部４２７によって設定された運転スケジュ
ールに従って、空調設備Ａへの制御信号を生成する。なお、制御信号生成部４２８が実行
する処理の詳細については後記する。
【００４０】
＜空調制御システムの動作＞
（１．運転スケジュールの設定）
　図３は、コントローラが実行する処理の流れを示すフローチャートである。
　ステップＳ１０１においてコントローラ４００は、気象情報取得部４２１によって、気
象情報サーバ３００から翌日の２４時間ぶんの気象情報を取得する（気象情報取得ステッ
プ）。前記したように、気象情報には、温度予測値、湿度予測値、日射量予測値、及び風
速予測値が含まれる。気象情報の取得時刻は、例えば、２３：００である。
【００４１】
　ステップＳ１０２においてコントローラ４００は、翌日の２４時間を分割した複数の時
間帯（例えば、１時間毎）に関して、負荷装置の需要電力Ｐdemを予測する。
　図５は、需要電力の予測処理の流れを示すフローチャートである。ステップＳ１０２１
においてコントローラ４００は、熱負荷予測部４２２によって、施設Ｋ内の熱負荷を予測
する（熱負荷予測ステップ）。なお、翌日の気象情報、室内の設定温度、照明装置Ｒ１等
の使用条件等に基づき、熱源シミュレータによって熱負荷を算出することが好ましい。
【００４２】
　図７は、施設の熱負荷の時間的変化を示すグラフである。図７では、空調設備Ａの定格
処理熱量を１００％とした場合の負荷率によって、施設Ｋの熱負荷を表している。
　本実施形態では、放熱運転又は追掛運転を行う可能性のある時間帯（翌日の８時～２２
時半）についてのみ熱負荷を算出するようにした。図７に示す例では、翌日の１５時付近
で施設Ｋ内の熱負荷が最大（負荷率：約５８％）になっている。
【００４３】
　図５のステップＳ１０２２においてコントローラ４００は、消費エネルギ予測部４２３
によって、熱負荷等に基づき空調設備Ａの消費エネルギを各時間帯に関して予測する（消
費エネルギ予測ステップ）。
　ステップＳ１０２３においてコントローラ４００は、需要電力予測部４２４によって、
負荷装置の需要電力Ｐdemを各時間帯に関して予測する（需要電力予測ステップ）。
　すなわち、コントローラ４００は、ステップＳ１０２２で算出した消費エネルギに対応
する電力値と、電力消費パターンＤＢ４１１（図２参照）に格納されている電力消費パタ
ーンと、を足し合わせることで需要電力Ｐdemを算出する。換言すると、コントローラ４
００は、空調設備Ａの需要電力と、空調設備Ａ以外の機器の需要電力と、を足し合わせる
ことによって、前記した負荷装置の需要電力Ｐdemを算出する。
【００４４】
　図８は、負荷装置の需要電力の時間的変化を示すグラフであり、翌日に蓄熱運転・放熱
運転を行わないと仮定した場合での需要電力Ｐdemを表している。図８に示す例では、１
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３時半～１８時付近において需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsup（５ｋＷ）を超えている
。したがって、このような事態を回避するように空調設備の運転スケジュールを設定し、
蓄熱運転・放熱運転によって電力平準化を図ることが要請される。
【００４５】
　次に、図３のステップＳ１０３においてコントローラ４００は、翌日の２４時間を分割
した複数の時間帯（例えば、１時間毎）に関して供給可能電力Ｐsupを予測する。図６は
、供給可能電力の予測処理の流れを示すフローチャートである。
　ステップＳ１０３１においてコントローラ４００は、発電電力予測部４２５によって、
太陽光発電機Ｇ１の発電電力を各時間帯に関して予測する。当該処理には、ステップＳ１
０１で取得した気温予測値及び日射量予測値が用いられる。
　ステップＳ１０３２においてコントローラ４００は、発電電力予測部４２５によって、
風力発電機Ｇ２の発電電力を各時間帯に関して予測する。当該処理には、ステップＳ１０
１で取得した風速予測値が用いられる。
【００４６】
　ステップＳ１０３３においてコントローラ４００は、負荷装置への供給可能電力Ｐsup

を予測する。すなわち、コントローラ４００は、ステップＳ１０３１，Ｓ１０３２で算出
した各発電電力の値と、記憶部４１０に格納されている契約電力の値と、を足し合わせる
ことで、翌日の各時間帯における供給可能電力Ｐsupを算出する。
【００４７】
　図３のステップＳ１０４においてコントローラ４００は、値ｎ＝１を設定する。これに
よって、時刻（ｔ１＋（ｎ－１）Δｔ）～時刻（ｔ１＋ｎΔｔ）で表される翌日の時間帯
が指定される。前記した時刻ｔ１は、例えば、蓄熱運転の終了時刻である翌日の午前７時
であり、予め設定されている。
　また、必要蓄熱量Ｑ１の初期値としてゼロを設定する。必要蓄熱量Ｑ１は、需要電力Ｐ

demが供給可能電力Ｐsupを超える領域の電力量（図８の斜線部分）を打ち消すために、蓄
熱槽２０２に蓄えられる冷熱量である。
　前記した値ｎ及び必要蓄熱量Ｑ１は、ステップＳ１０５～Ｓ１１０の処理を行うたびに
逐次更新される（Ｓ１０８、Ｓ１１０）。
【００４８】
　ステップＳ１０５においてコントローラ４００は、ステップＳ１０４で指定した時間帯
に関して、負荷装置の需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupよりも大きいか否かを判定する
。需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupよりも大きい場合（Ｓ１０５→Ｙｅｓ）、コントロ
ーラ４００の処理はステップＳ１０６に進む。この場合において仮に蓄熱運転・放熱運転
を行わないとすると、翌日の時刻ｔ１～（ｔ１＋Δｔ）で需要電力Ｐdemが供給可能電力
Ｐsupを超える可能性が高い。
　一方、需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsup以下である場合（Ｓ１０５→Ｎｏ）、コント
ローラ４００の処理はステップＳ１０９に進む。
【００４９】
　ステップＳ１０６においてコントローラ４００は、需要電力Ｐdemから供給可能電力Ｐs

upを減算することによって超過電力ΔＰを算出する。
　ステップＳ１０７においてコントローラ４００は、ステップＳ１０６で算出した超過電
力ΔＰに対応する蓄熱量ΔＱを算出する。すなわち、コントローラ４００は、超過電力Δ
Ｐ×所定時間Δｔで算出される電力量を打ち消すために必要となる蓄熱量ΔＱを算出する
。この蓄熱量ΔＱは、空調設備Ａを構成する機器の仕様情報、外気湿球温度等に基づいて
算出される。
【００５０】
　ステップＳ１０８においてコントローラ４００は、前回までに積算（積分）した必要蓄
熱量Ｑ１に、ステップＳ１０７で算出した蓄熱量ΔＱを足し合わせることで必要蓄熱量Ｑ
１を更新する。なお、ｎ＝１の場合、コントローラ４００は、必要蓄熱量Ｑ１の初期値ゼ
ロ（Ｓ１０４）に蓄熱量ΔＱを足し合わせることで必要蓄熱量Ｑ１を更新する。



(10) JP 6282071 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【００５１】
　ステップＳ１０９においてコントローラ４００は、ｎ＝ｋであるか否かを判定する。な
お、自然数ｋは、予め設定された値であり、必要蓄熱量Ｑ１の予測対象となる時間帯の終
端（例えば、翌々日の午前０時）に対応している。
　ｎ＜ｋである場合（Ｓ１０９→Ｎｏ）、コントローラ４００の処理はステップＳ１１０
に進む。この場合、気象情報の予測対象となる時間帯のうちステップＳ１０５～Ｓ１０８
の処理が行われていないものが存在する。
【００５２】
　ステップＳ１１０においてコントローラ４００は、値ｎをインクリメントしてステップ
Ｓ１０５の処理に進む。例えば、ｎ＝２の場合には、翌日の時刻（ｔ１＋Δｔ）～（ｔ１
＋２Δｔ）の時間帯の蓄熱量ΔＱが算出され（Ｓ１０７）、前回までの必要蓄熱量Ｑ１に
足し合わされる（Ｓ１０８）。
　一方、ｎ＝ｋである場合（Ｓ１０９→Ｙｅｓ）、コントローラ４００の処理は図４のス
テップＳ１１１に進む。
【００５３】
　ステップＳ１１１においてコントローラ４００は、ステップＳ１０８で最終的に更新さ
れた必要蓄熱量Ｑ１を記憶部４１０から読み出して取得する。前記したように、必要蓄熱
量Ｑ１は、需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超える領域の電力量を打ち消すために必
要となる冷熱量である。
【００５４】
　ステップＳ１１２においてコントローラ４００は、値ｍ＝１を設定する。ここで、値ｍ
は、ステップＳ１１３～Ｓ１１９の処理を繰り返すたびに逐次インクリメントされる自然
数である。また、コントローラ４００は、ステップＳ１１６，Ｓ１１８で用いる暫定的な
蓄熱量Ｑproとして必要蓄熱量Ｑ１を設定する。
【００５５】
　ステップＳ１１３においてコントローラ４００は、蓄熱運転を行う際の外気湿球温度を
算出する。すなわち、コントローラ４００はステップＳ１０１で取得した気象情報に基づ
いて、蓄熱運転の終了時刻（例えば、翌日の午前７時）からｍΔｔだけ遡った外気湿球温
度を算出する。前記した所定時間Δｔは予め設定されている。なお、前記した蓄熱運転の
終了時刻は、予め設定されている。
【００５６】
　本実施形態では、夜間・早朝に行う蓄熱運転の終了時刻を固定し、開始時刻を変化させ
ることで蓄熱運転を行う時間を調整するようにした。つまり、ステップＳ１１３～Ｓ１１
９では、蓄熱運転の終了時刻から時間的に遡るように演算処理が実行される。これによっ
て、蓄熱運転の終了時刻を最大限に遅らせて蓄熱槽２０２から外気への放熱を抑制し、シ
ステム全体のエネルギ効率を高めることができる。
【００５７】
　ステップＳ１１４においてコントローラ４００は、ステップＳ１１３で算出した外気湿
球温度に基づいて、空調設備Ａを運転する際の負荷率を設定する。図９は、空調設備Ａの
負荷率とＣＯＰとの関係を示す特性図である。図９に示すように、外気湿球温度を一定と
した場合、冷凍機２０１を稼働させる際の負荷率に応じて空調設備Ａの成績係数であるＣ
ＯＰ（つまり、エネルギ消費効率）が変化する。
【００５８】
　コントローラ４００は、図２に示す記憶部４１０の負荷特性ＤＢ４１２を参照し、蓄熱
運転時の外気湿球温度に基づいてＣＯＰを最大にするように、空調設備Ａの負荷率を設定
する（Ｓ１１４）。例えば、図９に示すように、ｍ＝１（Ｓ１１２）に対応する時間帯の
外気湿球温度が２５℃ＷＢである場合、コントローラ４００はＣＯＰが最大値Ｙ１になる
負荷率７２％となるように運転スケジュールを設定する。これによって、蓄熱運転に要す
る空調設備Ａの消費電力を低減し、年間の電気コストを削減できる。
【００５９】
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　なお、熱源シミュレータを用いてステップＳ１１４の処理を実行してもよいし、本実施
形態のように負荷特性（図９参照）をデータベースとして予め記憶部４１０に格納してお
いてもよい。
【００６０】
　図４のステップＳ１１５においてコントローラ４００は、ステップＳ１１４で算出した
負荷率で所定時間Δｔだけ冷凍機２０１を運転した場合の蓄熱量ΔＱ２を算出する。
　ステップＳ１１６においてコントローラ４００は、ステップＳ１１５で算出した蓄熱量
ΔＱ２を蓄熱量Ｑproから減算することで、残りの蓄熱量Ｑremを算出する。なお、初回の
計算では蓄熱量Ｑproとして必要蓄熱量Ｑ１が用いられるが（Ｓ１１２）、後記するステ
ップＳ１１８で蓄熱量Ｑproの値が逐次更新される（減少していく）。
【００６１】
　ステップＳ１１７においてコントローラ４００は、必要蓄熱量Ｑ１が満たされたか否か
を判定する。つまり、コントローラ４００は、ステップＳ１１６で算出した残りの蓄熱量
Ｑremがゼロ以下であるか否かを判定する。
【００６２】
　必要蓄熱量Ｑ１が満たされていない場合（Ｓ１１７→Ｎｏ）、コントローラ４００の処
理はステップＳ１１８に進む。
　ステップＳ１１８においてコントローラ４００は、暫定的な蓄熱量Ｑproとしてステッ
プＳ１１６で算出した残りの蓄熱量Ｑremを代入する。次に、ステップＳ１１９において
コントローラ４００は、値ｍをインクリメントする。
【００６３】
　一方、必要蓄熱量Ｑ１が満たされている場合（Ｓ１１７→Ｙｅｓ）、コントローラ４０
０の処理はステップＳ１２０に進む。この時点における値ｍと、所定時間Δｔと、を乗算
して得られる値（ｍΔｔ）が、翌日の蓄熱運転の継続時間になる。
　例えば、所定時間Δｔが１時間であり、値ｍが４の状態で必要蓄熱量Ｑ１が満たされた
場合、コントローラ４００は翌日に４時間の（例えば、午前３時～７時の時間帯で）蓄熱
運転を行うように運転スケジュールを設定する。
【００６４】
　ステップＳ１２０においてコントローラ４００は、スケジュール設定部４２７によって
、空調設備Ａの運転スケジュールを設定する（スケジュール設定ステップ）。ここで、運
転スケジュールの設定とは、翌日における空調設備Ａの運転モード、及び、各運転モード
の切替時刻の設定を意味している。
　通常、夜間の電力価格は、昼間の電力価格よりも安い。したがって、コントローラ４０
０は、安価な夜間電力を用いて蓄熱運転し、昼間に追掛運転及び放熱運転を実行するよう
に運転スケジュールを設定する。
【００６５】
　また、コントローラ４００は、負荷装置の需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超える
領域の電力量（図８に示す斜線部分の面積）を算出し、少なくとも当該電力量を打ち消す
ように空調設備Ａの運転スケジュールを設定する。
【００６６】
　図１０は、空調設備にかかる熱負荷と、負荷装置の需要電力と、の関係を示す説明図で
ある。なお、空調設備Ａの定格処理熱量を１００％とした負荷率で空調設備Ａの熱負荷を
表している。また、３つの相異なる外気湿球温度Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３（Ｔ１＜Ｔ２＜Ｔ３）
について、負荷率と需要電力との関係を図示した。
　図１０に示す点αの熱負荷（負荷率５８％）は、図７に示すグラフの１５時付近におけ
る熱負荷に対応し、点αの需要電力（５．３ｋＷ）は、図８に示すグラフの１５時付近に
おける需要電力に対応している。点βは、負荷装置の需要電力が供給可能電力Ｐsupに等
しい状態（負荷率３８％、需要電力５ｋＷ）に対応している。
【００６７】
　前記したように、需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超える時間帯（１３時半～１８
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時付近：図８参照）で放熱運転を行うことで、空調設備Ａの状態を図１０に示す点αから
点βに移行させることができる。つまり、図１０に示す幅ΔＸだけ空調設備Ａの負荷率を
低減させることで、需要電力Ｐdemを供給可能電力Ｐsup以下に抑えることができる。
　なお、蓄熱運転時に冷凍機２０１で生成する冷熱量に余裕を持たせ、放熱運転時の冷水
流量を適宜調整することで、空調設備Ａの状態を点γに移行させてもよい。
【００６８】
（２．運転スケジュールの実行）
　次に、運転スケジュールに沿った空調設備Ａの動作について、図１１を参照しつつ簡単
に説明する。
　図１１は、各運転モードを実行した場合における空調設備の熱負荷の時間的変化を示す
グラフである。なお、空調設備Ａの定格処理熱量を１００％とした負荷率で空調設備Ａの
熱負荷を表している。また、図１１に示す破線は、図７に示す熱負荷（負荷率）に対応し
ている。
【００６９】
（蓄熱運転）
　蓄熱運転の開始時刻（例えば、午前３時：図１１参照）になった場合、コントローラ４
００は、制御信号生成部４２８によって蓄熱運転を実行する。すなわち、コントローラ４
００は、図１に示す冷凍機２０１及び冷却塔１０１を割安の夜間電力で運転し、冷却水ポ
ンプ１０２を運転する。これによって、配管ｐ１，ｐ２を介して冷却水が循環する。
【００７０】
　また、コントローラ４００は第一冷水ポンプ２０３を停止させ、第二冷水ポンプ２０４
を駆動させる。そうすると、冷凍機２０１から流出する低温の冷水は、配管ｑ１を介して
蓄熱槽２０２の下部に流入する。また、蓄熱槽２０２の上部に貯留されている比較的高温
の冷水は、配管ｑ４を介して冷凍機２０１に圧送される。このようにして、冷凍機２０１
で生成された冷熱が蓄熱槽２０２に蓄えられる。
　この場合、比較的高温の冷水を冷却するため、冷凍機２０１を運転する際のエネルギ効
率を高くすることができる。
【００７１】
　蓄熱運転が進むにつれて、蓄熱槽２０２に貯留された冷水のうち、よく冷やされた冷水
と比較的高温である冷水との境界面が上昇していく。蓄熱運転の終了時刻（例えば、午前
７時：図１１参照）になった場合、コントローラ４００は蓄熱運転を終了する。
【００７２】
（追掛運転）
　次に、追掛運転の開始時刻（例えば、午前８時：図１１参照）になった場合、コントロ
ーラ４００は、制御信号生成部４２８によって追掛運転を実行する。すなわち、コントロ
ーラ４００は、図１に示す冷凍機２０１及び冷却塔１０１を運転し、冷却水ポンプ１０２
を運転する。また、コントローラ４００は、第一冷水ポンプ２０３及び第二冷水ポンプ２
０４を運転する。
【００７３】
　そうすると、冷凍機２０１で冷やされた冷水が配管ｑ１、蓄熱槽２０２の下部領域、及
び配管ｑ２を介して室内機２０５に流入し、室内空気が冷やされる。追掛運転の終了時刻
（例えば、１３時：図１１参照）になった場合、コントローラ４００は追掛運転を終了す
る。
【００７４】
（放熱運転）
　次に、放熱運転の開始時刻（例えば、１３時：図１１参照）になった場合、コントロー
ラ４００は、制御信号生成部４２８によって放熱運転を実行する。すなわち、コントロー
ラ４００は、図１に示す冷凍機２０１、冷却塔１０１、及び冷却水ポンプ１０２を停止さ
せる。また、コントローラ４００は、第一冷水ポンプ２０３を運転し、第二冷水ポンプ２
０４を停止させる。



(13) JP 6282071 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【００７５】
　そうすると、蓄熱槽２０２の下部から流出する低温の冷水は、配管ｑ２を介して室内機
２０５に流入し、室内空気が冷やされる。ちなみに、放熱によるエネルギロスを抑えるた
め、蓄熱槽２０２の下部に貯留された低温の冷水を放熱運転で使い切ることが好ましい。
放熱運転の終了時刻（例えば、２１時：図１１参照）になった場合、コントローラ４００
は放熱運転を終了する。
【００７６】
　なお、放熱運転している間も継続して冷凍機２０１を運転し、蓄熱槽２０２及び冷凍機
２０１から室内機２０５に冷水を供給する放熱・追掛運転を行うようにしてもよい。
　図１１に示す例では、１８時付近においてコントローラ４００は、一時的に放熱運転を
中断している。これは、図８に示す１８時付近において、需要電力Ｐdemが供給可能電力
Ｐsupを一時的に下回ったからである。なお、このような需要電力の一時的な変動を無視
して放熱運転を継続するようにしてもよい。
　放熱運転を終了した後、図１１の２１時～２２時半においてコントローラ４００は、追
掛運転を再度実行し、処理を終了する。
【００７７】
＜効果＞
　本実施形態係る空調制御システムＳによれば、コントローラ４００は、比較的安価な夜
間電力で蓄熱運転を実行し、昼間に追掛運転・放熱運転を含む運転モードを実行する。こ
れによって、空調設備Ａの電力コストを従来よりも削減できる。
　また、コントローラ４００は、昼間に比べて電力需要が少ない夜間に蓄熱運転し、電力
需要が多くなる昼間に放熱運転することで空調設備Ａの処理負荷を低減する。これによっ
て、空調設備Ａを含む負荷装置の需要電力を平準化できる。
【００７８】
　また、コントローラ４００は、予測した需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超えた領
域の電力量を少なくとも打ち消すように放熱運転を実行する。これによって、買電電力が
契約電力を上回ることを防止し、年間を通した電力コスト（基本料金及び従量料金）を削
減できる。
【００７９】
　また、コントローラ４００は、需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超えたぶんの超過
電力ΔＰに対応する蓄熱量ΔＱを積算することで必要蓄熱量Ｑ１を算出する（Ｓ１０７，
Ｓ１０８：図３参照）。つまり、冷凍機２０１によって、需要電力Ｐdemが供給可能電力
Ｐsupを超えないために最低限必要な冷熱を生成する。仮に、過大な冷熱が蓄熱槽２０２
に貯留された場合、放熱に伴うエネルギロスでかえって電力コストがかさむことがある。
本実施形態によれば、蓄熱槽２０２に蓄える冷熱をある程度抑制することで、放熱に伴う
エネルギロスを低減できる。
　なお、前記した最低限必要な冷熱に所定の余裕を持たせるように冷凍機２０１を運転し
、蓄熱槽２０２に蓄える冷熱を適宜調整してもよい。
【００８０】
　また、蓄熱運転時の運転スケジュールを設定する際、コントローラ４００は負荷特性Ｄ
Ｂ４１２（図２参照）を参照し、冷凍機２０１のＣＯＰが最大となるように負荷率を設定
する（Ｓ１１４：図４参照）。これによって、高いエネルギ消費効率で蓄熱運転を実行で
きるため、空調設備Ａに要する電力コストを従来よりも削減できる。
【００８１】
≪第２実施形態≫
　第２実施形態に係る空調制御システムＳ１は、負荷装置に電力供給可能な電源設備とし
て、内燃力発電機Ｇ３（図１２参照）と、蓄電池Ｂと、を追加した点が第１実施形態と異
なるが、その他の点は第１実施形態と同様である。したがって、当該異なる部分について
説明し、第１実施形態と重複する部分については説明を省略する。
【００８２】
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　図１２は、本発明の第２実施形態に係る空調制御システムを含む構成図である。
　内燃力発電機Ｇ３は、ガスエンジン発電機、ディーゼルエンジン発電機等であり、負荷
装置に対して電力供給可能に接続されている。内燃力発電機Ｇ３は、外部からの操作に応
じてエンジンを駆動し、発電するように構成されている。
　蓄電池Ｂは、鉛蓄電池、リチウムイオン蓄電池等であり、コントローラ４００からの指
令に応じて太陽光発電機Ｇ１及び風力発電機Ｇ２で発電された電力を充電したり、負荷装
置に放電したりするように構成されている。
【００８３】
　なお、図１２では図示を省略したが、内燃力発電機Ｇ３及び蓄電池Ｂにはそれぞれ、直
流／交流変換や電力変動補償を実行するＰＣＳが接続されている。
【００８４】
＜空調制御システムの動作＞
　図１３は、コントローラが実行する処理の流れを示すフローチャートである。
　第１実施形態で説明したステップＳ１０１～Ｓ１１１（図３、図４参照）の処理を実行
した後、図１３のステップＳ２０１においてコントローラ４００は、蓄熱槽２０２の蓄熱
容量ＱCで、需要電力Ｐdemを供給可能電力Ｐsup以下に抑えられるかどうかを判定する。
つまり、コントローラ４００は、ステップＳ１１１で取得した必要蓄熱量Ｑ１が、蓄熱槽
２０２の蓄熱容量ＱC以下であるか否かを判定する。なお、蓄熱槽２０２の蓄熱容量ＱCは
予め記憶部４１０に格納されている。
【００８５】
　蓄熱槽２０２の蓄熱容量ＱCで足りる場合（Ｓ２０１→Ｙｅｓ）、コントローラ４００
は、ステップＳ１１２～Ｓ１２０（図４参照）の処理を実行した後、処理を終了する（Ｅ
ＮＤ）。
　一方、蓄熱槽２０２の蓄熱容量ＱCでは足りない場合（Ｓ２０１→Ｎｏ）、コントロー
ラ４００の処理はステップＳ２０２に進む。
【００８６】
　ステップＳ２０２においてコントローラ４００は、蓄熱運転を行う際の蓄熱量を、蓄熱
槽２０２の蓄熱容量ＱCとして設定する。つまり、コントローラ４００は、蓄熱運転時に
最大限の冷熱を蓄えるように蓄熱量を設定する。
　ステップＳ２０３においてコントローラ４００は、空調設備Ａの運転スケジュールを設
定する。例えば、コントローラ４００は、負荷特性ＤＢ４１２（図２参照）を参照し、蓄
熱運転時の外気湿球温度に基づいてＣＯＰを最大とするように空調設備Ａの負荷率を設定
する。なお、蓄熱可能な時間帯（例えば、午前０時～７時）の中で最大限の冷熱を蓄える
ことを優先し、空調設備Ａの負荷率を高めに設定してもよい。
【００８７】
　ステップＳ２０４においてコントローラ４００は、不足分の電力量を算出する。つまり
、コントローラ４００は、ステップＳ１１１で取得した必要蓄熱量Ｑ１から、蓄熱槽２０
２の蓄熱容量ＱCを減算した値に対応する電力量を算出する。この電力量は、空調設備Ａ
の仕様情報、翌日の外気湿球温度等に基づいて算出される。
　ステップＳ２０５においてコントローラ４００は、内燃力発電機Ｇ３の運転スケジュー
ルを設定する。すなわち、コントローラ４００は、負荷装置の需要電力Ｐdemが供給可能
電力Ｐsupを超える時間帯において、内燃力発電機Ｇ３から空調設備Ａに電力供給するよ
うに、内燃力発電機Ｇ３の運転スケジュールを設定する。
【００８８】
　ステップＳ２０６においてコントローラ４００は、内燃力発電機Ｇ３の発電電力で足り
るかどうかを判定する。すなわち、コントローラ４００は、内燃力発電機Ｇ３を用いて負
荷装置に電力供給する際、需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超える時間帯があるかど
うかを判定する。
　内燃力発電機Ｇ３の発電電力で足りる場合（Ｓ２０６→Ｙｅｓ）、コントローラ４００
は処理を終了する（ＥＮＤ）。一方、内燃力発電機Ｇ３の発電電力では足りない場合（Ｓ
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２０６→Ｎｏ）、コントローラ４００の処理はステップＳ２０７に進む。
【００８９】
　ステップＳ２０７においてコントローラ４００は、蓄電池Ｂを充放電するための運転ス
ケジュールを設定する。すなわち、コントローラ４００は、負荷装置の需要電力Ｐdemが
供給可能電力Ｐsupを超える時間帯において蓄電池Ｂから空調設備Ａに放電するように、
蓄電池Ｂの運転スケジュールを設定する。なお、蓄電池Ｂから空調設備Ａに放電する時間
帯において、内燃力発電機Ｇ３からも空調設備Ａに電力供給される。
【００９０】
＜効果＞
　本実施形態によれば、コントローラ４００は、翌日の需要電力に応じて、内燃力発電機
Ｇ３及び蓄電池Ｂの運転スケジュールを設定する。これによって、空調設備Ａによる蓄熱
運転・放熱運転のみでは需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを超える場合でも、内燃力発
電機Ｇ３（及び蓄電池Ｂ）からの供給電力によって、その不足分を補うことができる。
　したがって、負荷装置を稼働させるための買電電力が契約電力を超える事態を確実に回
避し、年間を通じた電気コストを従来よりも削減できる。
【００９１】
≪変形例≫
　以上、本発明に係る空調制御システムＳ，Ｓ１について各実施形態により説明したが、
本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変更を行うことができる。
　例えば、各実施形態では、蓄熱運転時においてＣＯＰが最大となるように空調設備Ａの
負荷率を設定する場合について説明したが、これに限らない。当該方法で設定される負荷
率で蓄熱運転し続けた場合に冷熱量が足りず、需要電力Ｐdemが供給可能電力Ｐsupを補え
ないこともあり得る。この場合に高めの負荷率で蓄熱運転し、その後の放熱運転によって
昼間の需要電力Ｐdemを抑えるようにしてもよい。
【００９２】
　また、各実施形態では、自然エネルギを用いた発電機として太陽光発電機Ｇ１及び風力
発電機Ｇ２を用いる場合について説明したが、これらのうち一方又は両方を省略してもよ
い。また、地熱発電機といった他の種類の発電機を追加してもよい。
【００９３】
　また、各実施形態では、冷凍機２０１（熱源機）で冷熱を生成する場合について説明し
たが、これに限らない。すなわち、周知のヒートポンプサイクル等を利用することで冷凍
機２０１において水に温熱を与えて蓄熱槽２０２に温水を貯留したり、配管ｑ１，ｑ２を
介して室内機２０５に温水を圧送したりしてもよい。
【００９４】
　また、各実施形態では、一次側空調設備を循環する冷媒と、二次側空調設備を循環する
冷媒と、がともに水である場合について説明したが、これに限らない。すなわち、冷熱を
搬送可能であれば、水以外の冷媒を用いてもよい。
【００９５】
　また、第２実施形態では、内燃力発電機Ｇ３及び蓄電池Ｂが負荷装置に対して電力供給
可能に接続される場合について説明したが、これらのうち一方を省略してもよい。また、
蓄電池Ｂ（図１２参照）よりも内燃力発電機Ｇ３を優先的に駆動する場合について説明し
たが、当該優先順位を入れ替えてもよい。
　また、第２実施形態で説明した蓄電池Ｂに代えて、又は、蓄電池Ｂとともに電気二重層
キャパシタ等のキャパシタを用いて負荷装置に電力供給してもよい。
【符号の説明】
【００９６】
　Ｓ，Ｓ１　空調制御システム
　１０１　冷却塔（負荷装置）
　１０２　冷却水ポンプ（負荷装置）
　２０１　冷凍機（熱源機、負荷装置）
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　２０２　蓄熱槽
　２０３　第一冷水ポンプ（負荷装置）
　２０４　第二冷水ポンプ（負荷装置）
　２０５　室内機（負荷装置）
　２０５ａ　室内熱交換器
　２０５ｂ　室内ファン（負荷装置）
　３００　気象情報サーバ
　４００　コントローラ
　４１０　記憶部
　４２０　演算処理部
　４２１　気象情報取得部
　４２２　熱負荷予測部
　４２３　消費エネルギ予測部
　４２４　需要電力予測部
　４２５　発電電力予測部
　４２６　供給可能電力予測部
　４２７　スケジュール設定部
　４２８　制御信号生成部
　Ａ　空調設備
　Ｇ１　太陽光発電機
　Ｇ２　風力発電機
　Ｇ３　内燃力発電機
　Ｂ　蓄電池
　Ｋ　施設
　Ｒ１　照明装置（負荷装置）
　Ｒ２　業務用パソコン（負荷装置）
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